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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スリット状の長穴が形成された少なくとも１枚の放熱プレートと、前記放熱プレートを
挟むように積層方向上下に重ねられた一対の端部プレートとを備え、内部に前記長穴によ
る流路が形成された積層体と、
　前記流路の一端に接続されて冷媒を流路に流入させる第１のパイプと、
　前記流路を通過した前記冷媒が流入するように前記流路の他端に接続された第２のパイ
プとを有し、
　前記積層体は、前記長穴が形成された第１の芯材の両面にろう材が設けられた両面クラ
ッド材と、前記長穴が形成された第２の芯材のみからなるベア材とが交互に積層されて構
成され、
　前記第２の芯材は、前記第１の芯材よりも耐腐食性が高い材料で形成されていることを
特徴とするプレート積層型冷却装置。
【請求項２】
　前記両面クラッド材は、前記第１の芯材及び前記ろう材よりも電気化学的に卑な材料で
形成された層を前記第１の芯材の上に有することを特徴とする請求項１記載のプレート積
層型冷却装置。
【請求項３】
　前記ベア材は、前記両面クラッド材よりも熱伝導率が高いことを特徴とする請求項１又
は２記載のプレート積層型冷却装置。
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【請求項４】
　前記第１の芯材は、前記ろう材よりも電気化学的に貴であることを特徴とする請求項１
から３のいずれか１項記載のプレート積層型冷却装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スリット状の長孔が穿孔された放熱プレートの積層方向上下に上部プレート
及び下部プレートを重ねて冷媒の流路を形成するプレート積層型冷却装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＣＰＵ、ＬＳＩ、インバータ等の電子機器・パワー半導体などの被冷却体の冷却に使用
する冷却装置として、プレート積層型冷却装置が従来知られている。このプレート積層型
冷却装置は、矩形断面の流路の対向する二つの側面を形成するスリット状の長孔が穿孔さ
れた放熱プレートを所定枚数積層し、これを挟むようにして、流路の上面及び下面を形成
する一対の端部プレート（上部プレート及び下部プレート）を、積層方向上下に重ね、さ
らに冷媒を流路に流入させる流入手段を流路の始端側に設け、冷媒を流路から流出させる
流出手段を流路の終端側に設けたものであり、被冷却体を端部プレートに当接させて配置
し、流路に冷媒を流通させることで、被冷却体を冷却する（例えば、特許文献１参照。）
。
【０００３】
　このような構成のプレート積層型冷却装置における放熱プレート及び端部プレートには
、両面又は片面にろう材がプレコートされたクラッド材が使用されており、ろう付けによ
り各プレートを接合して作成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平０９－１０５５９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　プレート積層型冷却装置の各プレート間のろう付けにおいて、各プレートに付与された
ろう量の最適化が非常に重要となる。特に、最近のプレート積層型冷却装置に使用される
放熱プレートは、冷却性能を向上させるために薄型化が進んでおり、ろう材量の微調整が
必要となる。各プレート間のろう材量が多い場合は、放熱プレートのスリット状の長孔部
分にろう材が流れ込み、流路を閉塞する。
【０００６】
　しかしながら、従来のプレート積層型冷却装置に使用するクラッド材は種類が少ないた
め、クラッド材の種類を変えることで最適なろう材量に減量調整することが困難な場合が
あった。
【０００７】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、余分なろう材が流路を閉塞するのを防
止したプレート積層型冷却装置を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、スリット状の長穴が形成さ
れた少なくとも１枚の放熱プレートと、放熱プレートを挟むように積層方向上下に重ねら
れた一対の端部プレートとを備え、内部に長穴による流路が形成された積層体と、流路の
一端に接続されて冷媒を流路に流入させる第１のパイプと、流路を通過した冷媒が流入す
るように流路の他端に接続された第２のパイプとを有し、積層体は、長穴が形成された第
１の芯材の両面にろう材が設けられた両面クラッド材と、長穴が形成された第２の芯材の
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みからなるベア材とが交互に積層されて構成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、両面クラッド材のみを使用する場合と比較してろう材量が約半分にな
るため、余分なろう材が流路を閉塞するのを防ぐためのろう材量の減量調整を容易に行え
るという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、実施の形態１にかかるプレート積層型冷却装置の全体を示す概略の分解
斜視図である。
【図２】図２は、実施の形態１にかかるプレート積層型冷却装置の平面図である。
【図３】図３は、図２におけるＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿う矢視断面図である。
【図４】図４は、両面クラッド材の断面構成図である。
【図５】図５は、プレート積層型冷却装置に組み込まれる放熱プレートの一例を示す図で
ある。
【図６】図６は、実施の形態２にかかるプレート積層型冷却装置の放熱プレートに使用す
る犠牲陽極材付き両面クラッド材の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に、本発明にかかるプレート積層型冷却装置の実施の形態を図面に基づいて詳細に
説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
【００１２】
実施の形態１．
　図１は、実施の形態１にかかるプレート積層型冷却装置の全体を示す概略の分解斜視図
である。図２は、実施の形態１にかかるプレート積層型冷却装置の平面図である。図３は
、図２におけるＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿う矢視断面図である。図４は、両面クラッド材の断
面構成図である。図５は、プレート積層型冷却装置に組み込まれる放熱プレートの一例を
示す図である。
【００１３】
　プレート積層型冷却装置は、冷媒流路を形成するスリット状の長孔１８（例えば、図５
に示すようなストレート形状）が穿孔された放熱プレート１３ａ、１３ｂを上部プレート
１２及び下部プレート１４で挟み込んだ積層体１０を有する熱交換器を備えた構成となっ
ている。なお、放熱プレート１３のスリット状の長孔１８の加工方法としては、プレス加
工、レーザカット加工、エッチング加工等がある。
【００１４】
　また、プレート積層型冷却装置にはパイプ１５ａ、１５ｂが接続されている。図３中の
矢印は冷却液の流れを示しており、冷却液はパイプ１５ａ（第１のパイプ）からプレート
積層型冷却装置内部に流入し、放熱プレート１３ａ、１３ｂで構成された流路を通り、パ
イプ１５ｂ（第２のパイプ）から流出する。
【００１５】
　放熱プレート１３ａは、両面クラッド材を使用して形成されている。また、放熱プレー
ト１３ｂは、ベア材を使用して形成されている。両面クラッド材は、図４に示すように、
芯材１７（第１の芯材）の両面にろう材１６がプレコートされて構成されている。一方、
図示は省略するが、ベア材は、芯材（第２の芯材）のみで構成されている。両面クラッド
材を使用した放熱プレート１３ａとベア材を使用した放熱プレート１３ｂとをベア材を使
用して形成された下部プレート１４の上に交互に設置し、最上部にベア材を使用して形成
された上部プレート１２を設置し、炉内で一括ろう付けする。
【００１６】
　なお、上部プレート１２及び下部プレート１４は、ベア材ではなく両面クラッド材や片
面クラッド材を使用して形成されていても構わない。例えば、放熱プレート１３ａ、１３
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ｂの積層枚数が偶数の場合には、上部プレート１２及び下部プレート１４の一方を両面ク
ラッド材や片面クラッド材で形成することもできる。
【００１７】
　両面クラッド材で形成した放熱プレート１３ａのみを用いる場合と、両面クラッド材で
形成した放熱プレート１３ａとベア材で形成した放熱プレート１３ｂとの交互積層構造と
する場合とでは、後者では放熱プレート１３ａにしかろう材がプレコートされていないた
め、プレート間の接合に使用されるろう材量を半減できる。したがって、ろう材量が多く
、放熱プレート１３ａ、１３ｂのスリット状の長孔１８部分にろう材が流れ込んで流路を
閉塞する場合の対策として有効である。また、高価なクラッド材の使用枚数を約半分にす
ることができ、コスト低減が可能となる。
【００１８】
　なお、クラッド率が同等の片面クラッド材を用いることでも、プレート間のろう材量を
半減することは可能であるが、片面クラッド材を用いた場合には、プレートのろう材プレ
コート面の判別が必要となり、組立作業が煩雑となる。
【００１９】
　さらに、両面クラッド材で形成した放熱プレート１３ａとベア材で形成した放熱プレー
ト１３ｂとの交互積層構造とすることにより、部材の種類が豊富なベア材を用いることが
できるため、様々な用途への対応が可能となる。例えば、ベア材に熱伝導率の高い材料を
使用することで、熱交換器の性能を向上させることができる。また、ベア材に両面クラッ
ド材とのイオン化傾向の差が小さくかつ両面クラッド材の芯材よりも耐腐食性の高い材料
を使用することで、熱交換器の耐腐食性を向上させることができる。さらに、ベア材と両
面クラッド材の芯材とを同じ材料とすることにより、ベア材及び両面クラッド材の一方が
優先的に腐食されることがなくなるため、耐腐食性が向上する。すなわち、耐久性が向上
する。
【００２０】
　パイプ１５ａ、１５ｂの接続は、接続強度の点からペーストろうやリングろうを使用し
たろう付けが望ましいが、はんだ付けによる接続も可能である。
【００２１】
　このように構成されたプレート積層型冷却装置は、ＣＰＵ、ＬＳＩ、インバータ等の電
子機器・パワー半導体などの発熱体１１を被冷却体として上部プレート１２及び下部プレ
ート１４の少なくとも一方に当接させて配置し、パイプ１５ａから流入する冷媒をスリッ
ト状の長孔１８に流通させることで発熱体１１と熱交換させ、発熱体１１を冷却する。な
お、適用できる冷媒は、水、不凍液、ＬＬＣ（Long Life Coolant）、潤滑油などの各種
冷却液、空気、水素等の気体などである。
【００２２】
　本実施の形態にかかるプレート積層型冷却装置は、両面クラッド材のみを使用する場合
と比較してろう材量が約半分になるため、余分なろう材が流路を閉塞するのを防ぐための
ろう材量の減量調整を容易に行える。また、ろう材が流路を閉塞しないため、プレート積
層型冷却装置の冷却性能が向上し、小型化して冷媒の流通量を少なくしても所望の冷却性
能が得られる。これにより、冷媒の流通に用いるポンプなどにおける消費エネルギーを低
減できる。
【００２３】
実施の形態２．
　図６は、実施の形態２にかかるプレート積層型冷却装置の放熱プレートに使用する犠牲
陽極材付き両面クラッド材の断面図である。犠牲陽極材付き両面クラッド材は、芯材１７
の一方の面には犠牲陽極材１９の層が設けられており、その上にろう材１６がプレコート
されている。他方の面は、芯材１７の上にろう材１６がプレコートされている。流路を構
成する放熱プレート部に犠牲陽極材付き両面クラッド材を使用することで、犠牲陽極が優
先的に腐食され、芯材１７やろう材１６の腐食を防ぐことが可能となる。本実施の形態で
は、芯材１７やろう材１６に対する犠牲陽極材の防食効果、すなわち犠牲陽極効果につい
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【００２４】
　本実施の形態における犠牲陽極材付き両面クラッド材には、芯材１７として、高耐食性
合金としてＡ１０００系の純アルミ、又はＡ３０００系のＡｌ－Ｍｎ合金などが使用され
る。犠牲陽極材１９としては、芯材１７よりも電気化学的に卑なＡ７０００系のＡｌ－Ｚ
ｎ合金などが使用される。また、ろう材１６としては、Ａ４０００系のＡｌ－Ｓｉ合金な
どが用いられる。
【００２５】
　本実施の形態における両面クラッド材の犠牲陽極効果を確認するために、腐食試験を実
施した。この腐食試験は、以下のような条件で行った。浸漬液としては、塩化物イオン６
０００ｐｐｍ、硫酸イオン２００ｐｐｍ、及び銅イオン１０ｐｐｍを含む液を使用し、噴
霧液としては、塩化物イオン３０００ｐｐｍ及び硫酸イオン１３６０ｐｐｍ含むｐＨ３の
液を使用した。また、熱交換器の伝熱プレート部材については、クラッド率として犠牲陽
極材１９の層が２０％、ろう材１６の層が２０％のものを使用している。ここで、クラッ
ド率とは、芯材を含めた厚さに対するクラッド層の厚さの割合である。
【００２６】
　試験方法としては、まず上記浸漬液に２４時間浸漬後、上記噴霧液によるサイクル噴霧
試験を実施した。サイクル試験条件は、噴霧５０℃、１．５ｈ→乾燥５０℃、１ｈ→湿潤
５０℃、１．５ｈである。腐食状況評価として、浸漬後の断面観察を実施、腐食生成物の
有無及び腐食進行方向の調査を行った。この試験結果から、評価したサンプルについて犠
牲層方向への腐食のみ進行、芯材方向への腐食は抑制されており、良好な耐食性を示して
いることを確認した。
【００２７】
　このように、本実施の形態にかかる犠牲陽極付き両面クラッド材において、犠牲層が優
先的に腐食され芯材腐食が抑制されるために、この両面クラッド材を用いたプレート積層
型冷却装置の放熱プレートの腐食が抑制され、耐食性を向上させることができる。
【符号の説明】
【００２８】
　１０　積層体
　１１　発熱体
　１２　上部プレート
　１３ａ、１３ｂ　放熱プレート
　１４　下部プレート
　１５ａ、１５ｂ　パイプ
　１６　ろう材
　１７　芯材
　１８　スリット状の長穴
　１９　犠牲陽極材
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